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は じ め に 

 
 
 

 栗原市学校教育環境検討委員会は，平成１８年３月１４日，栗原市教育

委員会から次の２点について諮問を受けた。  

 
 
  １  栗原市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な 

考え方及び適正化に向けた具体的方策について  
 
  ２ 幼稚園の保育年数及び適正規模及び適正配置について  
 
 

 本検討委員会は，現在の小中学校及び幼稚園の歴史的背景や児童生徒数

等の将来予測を分析し，さらに現状の「学習面」「特別活動」などについて

関係者からのヒアリングなどを行うとともに，学校の適正規模，適正配置

等についての検討を行い，平成１９年４月，諮問事項の前半部分である基

本的な考え方についての中間報告を行った。  

 その後，中間報告で示した基本的な考え方に基づき，諮問の後半部分で

ある適正化に向けた具体的方策について，各学校の現況や今後の見通し，

地域の状況等を考慮しながら，具体的な適正規模，適正配置等の方策につ

いて検討してきた。  

 このたび，これまでの１８回にわたる審議により，検討委員会としての

考え方をまとめるに至ったので，答申をするものである。  
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Ⅰ 検討にあたっての基本的な視点 

 

 本検討委員会は，次の点を基本に据えて教育委員会からの諮問について検討してきた。 

 「教育の質を維持し向上するためにどうしたらよいか」と「子ども達の成長にとって何が

大切か」であり「安心して生み育てることのできる教育（保育）環境は何か」である。 

 さらに，これらを実現するための「条件整備」や「特色ある学校づくり」も加味し検討し

てきた。また，新市として誕生間もない市全体の視野に立ち，教育環境をどのように充実さ

せるかという観点からも併せて検討してきた。 

 

 なお，現段階で市内に居住する乳幼児数を前提にすると，将来の児童生徒数を推測して具

体的に検討できるのは，小学校で平成２５年度，中学校で平成３１年度までとなる。この

ことから，本答申が示す教育環境の実現は，平成３１年度までを目標年度とした。 
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Ⅱ 小・中学校について 

１ 現状からみた適正規模確保の必要性 
 
 (１) 児童生徒数，学級数の現状 

  ア 児童生徒数 

   栗原市の児童生徒数の推移を昭和５３年から見た場合，小学校児童数は昭和６０年の  

８，１９５人をピークに，中学校生徒数は昭和５３年の４，２９９人をピークに減少傾向が

続いている。平成１９年５月１日現在，小学校児童数は３，８４３人，中学校の生徒数は  

２，０１６人となっており，児童数生徒数ともにそれぞれピーク時に比べて約４６．９％ま

で減少している。 

   大規模な住宅団地造成や雇用拡大などの社会環境の大きな変化がない限り，今後も減少し

ていくものと考えられる。                 ※「中間報告」２～３ページ参照 

 
  イ 学級数 

   市内小中学校の学級数（学校規模把握のため特別支援学級を除く）が，平成元年度は，

小学校１校あたり平均１０学級，中学校１校あたり平均１２学級であった。その後減少し，

平成１９年度は小学校で平均７．４学級，中学校で平均７．７学級となっている。 

   また，小学校で１学年２学級（計１２学級）以上の学校数が平成元年度には８校であった

のに対し，平成１９年度は３校に減少した。中学校でも１学年３学級（計９学級）以上の

学校数が平成元年度には６校であったのに対し，平成１９年度は３校に減少している。 

   さらに，複式学級が編制されている小学校は，平成１９年度で７校となっている。今後，

平成２５年度までを見通すと法令上複式学級の基準に該当する学校は１６校になることが

想定される。これは，現在の市立小学校の半数以上となる。 

 

 

 (２) 小規模校の課題 

  ア 人間関係 

   学校には，教科の学習だけではなく，集団活動により児童生徒の社会性を涵養するという

役割がある。児童生徒は，学校生活において他の児童生徒や教職員等との多様なかかわりを

通じ，相手の考え方や立場を理解しながら自分の考えを深めたり，切磋琢磨したりすること

により，社会性を身につけていく。 

   しかし，学校規模や集団が小さくなると多様な人間関係がつくりにくくなり，こうした教

育効果を得ることが難しくなる。 

   また，学校規模があまりにも小さいと，場合によっては小中学校の９年間を限られた人間

関係の中で過ごすことになる。これは，１学年１学級の場合クラス替えができないため，子

ども同士の人間関係が限定されるとともに，こじれたときにその修復に向けた対応が難しく

なる等のデメリットがある。 

 

  イ 教育活動 

   学校においては，グループ学習や集団学習，運動会や部活動など一定の集団を前提とした

教育活動を行っている。こうした教育活動は学力向上を図るとともに，豊かな人間関係の
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構築や社会性の習得などをもねらいとしている。 

   しかし，学校の小規模化が進行すると，こうした集団による学習効果を得ることが難しく

なると考えられる。 

 

  ウ 教員配置 

   公立の小中学校における教職員数は，「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の

標準に関する法律」の第６条以下において，１学級あたりの児童生徒数４０人を標準とする

学級の編制と，学級数に応じた教職員定数が定められている。さらに特定目的のため，国庫

負担による加配や宮城県独自の加配が行われている。 

   小学校は学級担任制で，１学級に１教諭が配置される。しかし，全体の学級数が５学級

以下になると学級担任が教務主任を兼ねなければならなくなる。また，児童数が一定数を

下回ると二つの学年で１学級となる複式学級が編制される。 

   教科担任制となる中学校では，教科ごとの専門性が求められる。しかし，学級数が少ない

と，それに応じて教職員の配置が少なくなり，一定の学級数を下回ると，教科ごとに複数の

教員が配置されなくなってしまう。結果として担当教員が１人となる教科では，教員間での

情報交換や共同研究を行うことが難しくなる。さらに学級数が少なくなると教科ごとの教員

が配置されなくなり，免許教科以外の教員がその教科を担うことになる。 

したがって，学力向上につながる教科研究や教科指導の充実という面で課題が生じてくる。 

                            ※「中間報告」８～１０ページ参照 

 

 (３) 教育効果からみた必要性 

  小規模校では，前述のような課題が考えられるが，その一方で，例えば児童生徒一人ひとり

に目が行き届ききめ細やかな指導ができるといった小規模校なりの良さがある。現状でも

小規模校においては，こうした良さを活かしながら，できるだけ小規模校のマイナス面を補う

ような教育が行われている。 

  しかし，学校規模そのものに起因する課題があるため，個々の小規模校における取組だけ

では克服することが難しい。 

  これらの課題を解消し教育効果を高めていくには， 次に挙げる学校規模を確保していくこ

とが必要である。 

   ・児童生徒間，児童生徒と教師間において多様な人間関係をはぐくみ， 互いに理解を

深め，切磋琢磨し合いながら社会性を養っていく学校規模。 

   ・グループ学習や部活動，学校行事など一定の規模の集団による教育活動が成立する

学校規模。 

   ・校内で，教職員の教科研究や指導の充実が日常的に可能となる適正な数の教師集団

で構成される学校規模。 

  栗原市の場合，合併前の旧町村教育委員会が所管する小中学校をそのまま継承している。  

新市となった現在，改めて市全体を見渡してみると学校規模の違いが大きい。公教育として

学校施設・設備，教職員の配置などの教育の諸条件について，教育の機会均等の観点から，

その公平性を確保するよう努力していかなければならない。 

  今後も少子化が進行し学校の小規模化が続く場合には，教育効果を高めるための適正規模に

関する基準を設定し，これに基づく見直しを推進する必要がある。  ※「中間報告」１０ページ参照
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２ 適正規模の基準と考え方 

 

 学校規模が小さくなった場合の課題を解消し，教育効果を高めるために必要な適正規模の基準

やそれを実現するための方策について，中間報告にまとめた趣旨を踏まえて検討を継続してきた。

その結果，栗原市における小中学校の適正規模の基準とその考え方を以下のようにまとめた。 

 

 (１) 適正規模の基準 

  ア 学級数 
 

 【小学校】  １２学級以上必要 ただし，１８学級以内を目安とする 

 【中学校】   ９学級以上必要 ただし，１５学級以内を目安とする 
 

   これまで述べたように，学校での多様な人とのふれあいを通して，互いに理解を深め相手

を認め合うことが，教育活動上極めて重要である。 

   これを基調に子どもの成長を考えると，小学校，中学校ともに少なくても各学年でクラス

替えによる交流が可能となるよう各学年２学級以上あることが望ましい。 

   さらに中学校においては，教科研究や教科指導の充実を図るために，少なくても授業時数

の多い５教科(国語・社会・数学・理科・英語)には教科ごとの情報交換や共同研究ができる

よう同一教科に複数の教員が配置されること，また授業時数の少ない実技系教科（音楽・美

術・保健体育・技術・家庭）にも教科ごとに専門の教員が配置されることが望ましい。その

ため，学級数と教員配置の関係から各学年３学級以上となる９学級以上の確保が望ましい。 

   また，適正規模の検討において，大規模校では種々の課題が生じた経緯もあり，学校規模

の上限設定の必要性を検討した。その結果，栗原市の地域性などを考慮し，単学年の学級数

を小学校３学級（学校規模１８学級）以内，中学校５学級（学校規模１５学級）以内を目安

とする上限を併せて設定した。 

 

  イ 学級編制の標準 
 

 ●学級編制の標準を３５人とする 

  ※ これによって１学級の人数は，最大で３５人の学級編制とする 
 

   中間報告の段階では，小中学校の１学級あたりの人数を最大で４０人とする国や県の学級

編制の基準を前提に検討を進めてきた。しかし，市民説明会における市民の要望等を踏まえ，

その後の検討委員会において，栗原市立小中学校の１学級あたりの児童生徒数は３５人を上

限とする学級編制が望ましいという結論を得た。 

   その背景には，宮城県独自の小学校１・２年生の３５人学級編制弾力化が平成１６年度

から実施，平成１９年度からは中学校１年生３５人学級編制弾力化が実施されたことなどが

ある。 

   学級編制の標準を４０人から３５人に改善することは，国や県の基準が変わらない限り，

現時点では栗原市の財政に少なからぬ負担が予想される。しかし，検討委員会としては，  

「学府くりはら」を目指す栗原市にこのような教育環境の改善について可能な限り努力する

ことを期待する。３５人学級標準への制度改正がない場合においても，市採用又は市費負担
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による「講師や補助教員（臨時的任用職員）」の配置により実現していくことは可能と考え

る。 

   近年，学級編制の標準を見直す動きもあり，検討委員会は，制度改正を先取りして３５人

を標準とする学級編制を提言するものである。         ※「中間報告」２７ページ参照 

 

  ウ 適正配置 
 

 ●適正規模の確保を前提とする 

 ●統合，学区再編を行う際の通学距離は，小学校でおおむね４キロメートル以内，

中学校でおおむね６キロメートル以内を基本とする  

 ●通学距離が想定外の遠距離となる場合は，スクールバスを運行するなど通学条件

の整備に努めることが必要となる 
 

   学校の統合によって適正な規模にする場合の通学距離の条件として，法令では小学校で

おおむね４キロメートル以内，中学校でおおむね６キロメートル以内と規定（義務教育諸

学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条第１項第４号，同法施行令第４条第１項

第２号）されている。 

   通学距離の基準は，当面この法令に準ずることが適切であると考える。ただし，栗原市

の教育で大切なのは，諮問で提起された児童生徒が減少してきたことによる課題への対応で

ある。このことから，まずは適正規模の確保を前提として適正配置を行うものとする。そし

て，統合や学区再編により通学区域がさらに拡がり通学距離が遠距離となる場合は，確実な

通学の支援を行うものとする。 

 

  エ 緊急対策の必要性 
 

 ●小学校において，複式学級の編制が想定される場合 また，６学級編制が確保さ

れていても，各学年が２０人未満の学級となっている場合 

 ●中学校において，単学年で複数学級が編制できない場合 
 

   基本的には，前述の「ア 学級数」「イ 学級編制の標準」「ウ 適正配置」で示した基準に

即して適正規模の確保が実施されるべきである。 

   しかし，その実現までには，保護者や地域住民の意見を十分考慮して合意形成することや

学校施設の新築・増築など施設整備に相当の期間が必要となる。一方で，市内の小中学校に

目を向けると深刻な小規模化が進行しており，教育環境の改善が急がれる事態になっている。  

検討委員会は，適正規模の基準に基づく規模の確保を目指しつつ，平成２５年度までに進め

る緊急対策が必要だと考えた。 

   小学校で，平成２５年度までに複式学級の編制が想定される学校を対象とする。これは，

小学校で学級数が５学級以下になると，専任の教務主任が配置できなくなることから，当面

６学級以上を確保し教育指導の充実を図るとともに複式学級を解消するためである。 

   また，６学級以上確保されていても，各学年において２０人未満の学級編制となる場合も

一定の集団を前提とする学習活動が困難であり，さらに学級内での学び合いが高まりにくい

状況に陥りやすいため，「緊急対策」での見直しの対象とする。 
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   中学校で，現在推計できる平成３１年度までの学級編制において，過半数の学年が単級

編制となる場合は，適正規模の検討で「児童生徒の豊かな人間関係の構築という観点から

小中学校ともにクラス替えが可能になるよう各学年で複数学級が必要である」としてきた。

このことから，中学校の全学年で２学級編制が可能になる学年規模を確保する。 

 

 

 (２) 適正規模確保のための方法 

  ア 統合，学区再編 
 

 ●統合 

   市全体の地域（生活文化圏）形成状況，交通網や児童生徒数の将来推計等を踏

まえ，統合後に一定期間適正規模を維持できることを前提とする 

  ａ 適正規模の基準に満たない学校が複数隣接する場合 

  ｂ 適正規模の基準に満たない学校を隣接する適正規模の学校と統合しても問

題が少ない場合 

 ●学区再編 

  ａ 適正規模の基準に満たない学校と隣接する学校の学区の組み入れによって

適正規模を確保できる場合 

  ｂ 旧町村の境界を越えて通学の利便が確保できる場合 

    ※ 学区再編を行う場合は，行政区単位を原則とする 
 

   適正規模を確保するためには，統合か学区再編を行うことが基本となるが，本検討委員会

においては，旧町村の区域を重視しつつも，市内全体を見渡し全ての小中学校を対象として

検討してきた。 

   答申後の行政による適正規模確保の実施計画策定の際は，地域住民や保護者の意見を十分

に考慮し，通学状況のみならず当該地域における学校の位置づけや地域の伝統文化，歴史等

にも配慮しながら対応していくことが大切である。       ※「中間報告」１５ページ参照 

 

イ 特認校制度の活用 

   適正規模確保のための方策として統合や学区再編を行うことの他に通学区域以外からも

児童生徒を一定数受け入れる特認校制度の活用が考えられる。 

 

  ○特認校制度 

   特認校制度は，小規模校のまま存続せざるを得ない小学校の場合に，特色ある教育活動を

行い学校の魅力を高め，希望または公募により通学区域以外からも児童を受け入れることを

可能にする制度である。 

   小規模小学校で児童を一定数確保することに有効であると考える。 

   ただし，通学区域以外から入校する児童の場合，自助努力により通学することになる。 
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３ 適正規模確保に向けた具体的方策について 

 

 (１) 将来を見通した統合・学区再編 

  適正規模の基準とした小学校１２学級以上，中学校９学級以上を満たしていない学校は， 

平成１９年５月１日現在で，下表のとおり小学校は３０校中（耕英分校を含み，栗原中央病院

分校を除く）２７校，中学校は１０校中（栗原中央病院分校を除く）７校である。これらの学

校については，速やかに適正規模が確保されることが望ましい。 
 

            適正規模の確保を求められる学校     (H19.5.1 現在) 

学級数 
学校名 

児童 

生徒数 単式 複式

学区内最遠通学距離 

(㎞，地名) 

最短隣接校との学校間距離 

(㎞，学校名) 
備  考

玉沢 ９２ ６ ４.６ 照越盲壇 ３.１ 築館  

宮野 １１７ ６ ３.３ 上宮野秋山 ３.２ 築館  

富野 ４１ ２ ２ ２.９ 富大沢 ３.８ 沢辺，志波姫  

高清水 ２２０ ６ ４.５ 要の森 ４.７ 瀬峰  

瀬峰 ２７７ １１ ５.１ 刈安沢 ４.７ 高清水  

大目 ３０ ２ ２ ２.１ 東谷地 ３.３ 若柳  

有賀 ８３ ６ ３.８ 磯田沢 ３.９ 大岡  

大岡 ５１ ６ ２.５ 四ッ谷 ３.９ 若柳，有賀  

畑岡 １０５ ６ ３.８ 上畑岡横峯 ５.１ 大目  

沢辺 １５０ ６ ３.４ 姉歯道才沢 ２.８ 津久毛  

金成 ８１ ６ ５.６ 枛木沢 ３.４ 沢辺  

萩野 ６４ ６ ６.８ 片馬合石法花 ４.０ 萩野第二  

萩野第二 ３４ ２ ２ ８.９ 普賢堂長谷地 ４.０ 萩野  

津久毛 ４７ ４ １ ３.０ 平形烏子沢 ２.８ 沢辺  

岩ヶ崎 ２２７ ９ ４.８ 中野廻立 １.４ 鳥矢崎  

尾松 １６２ ６ ５.８ 栗原八千刈 ３.０ 岩ヶ崎  

栗駒 ６５ ６ ６.７ 沼倉大峰 ５.６ 岩ヶ崎  

耕英分校 ３ １ ２.７ 沼倉耕英東 １８.２ 栗駒  

文字 ５５ ６ ６.６ 文字荒砥沢 ６.６ 鶯沢  

鳥矢崎 ７１ ６ ５.４ 鳥沢山子下 １.４ 岩ヶ崎  

宝来 ４３ ４ １ ４.４ 渡丸堀ノ内 ３.７ 尾松  

鶯沢 １７５ ６ ７.８ 南郷四ッ岩 ４.０ 尾松  

一迫 ２２４ ７ ８.１ 柳目馬伏沢 ３.２ 姫松  

長崎 ４７ ４ １ ６.３ 上大土 ３.０ 金田  

金田 ８０ ６ ５.４ 嶋躰堰場 ３.０ 長崎  

姫松 ５２ ４ １ ５.９ 片子沢岩下 ３.２ 一迫  

小 
 
 
 
 

学 
 
 
 
 

校 

花山 ６０ ６ ７.３ 本沢浅布 ５.８ 金田  

志波姫 １９８ ６ ６.０ 伊豆野沼の上 ５.５ 築館  

高清水 １１６ ４ ５.３ 要の森 ４.９ 瀬峰  

瀬峰 １１３ ４ ５.２ 刈安沢 ４.９ 高清水  

金成 ２１２ ７ １２.０ 普賢堂長谷地 ８.０ 若柳  

鶯沢 ７７ ３ ７.７ 南郷四ッ岩 ４.４ 栗駒  

一迫 ２０３ ６ ９.１ 柳目馬伏沢 ９.０ 築館  

中 

学 

校 

花山 ２５ ３ ６.７ 本沢浅布 １１.６ 一迫，鶯沢  

 ※学級数は，学校規模を把握する関係で，特別支援学級を除いている。 ※最短隣接校の斜体字は地区外の学校を示している。 

 

  さらに，「２－(１)－イ 学級編制の標準（5 ページ）」で提言した市独自の３５人を標準と

する学級編制により推計した目標年度までの学校規模の推移をみると，築館小・若柳小を除い

た２８小学校（分校を含む），築館中・若柳中を除いた８中学校が，適正規模の基準を満たさ

ない学校となり，統合・学区再編の対象となる。 
 
  小規模校の課題を解消し，教育効果を高めることを目指し，適正規模の基準に基づき，学級

編制の標準を３５人とする学年別児童生徒数及び学級数の推移を検証した結果，次のような学
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校配置が考えられる。 
 
  小学校は，市内全体で１０校程度の配置となる。 
  なお，適正規模の基準には満たないが，通学距離などにより統合や学区再編が困難であるこ

とから，高清水小学校及び鶯沢小学校，花山小学校は存続が考えられる。 
  さらに，栗原市総合計画との整合性を考慮すると旧町村地区ごとに配置し１０小学校となる。 
 
  中学校は，市内全体で３～４校程度の配置となる。 
  そのうち市西部（一迫・花山）地区では適正化後においても目標年度の後半に，適正規模の

基準に満たない学年（２学級）が連続するが，地理的位置や通学距離の関係で更なる統合や

学区再編が困難であり，そのまま存続させることが考えられる。 
 
  将来を見通した統合・学区再編を行うと，１校あたりの学級数が多くなる。また，小中学校

で校舎等施設の増築などが想定され，施設整備に相当の期間を要する。これらの学級数や施設

整備は学校教育環境と密接に関係することから，早い時期に一斉に実現することが困難となる。 
  しかし，中間報告での基本的な考え方について，市民からはおおむね理解をいただいている

ものと受け止め，将来を見通した統合・学区再編は，目標年度である平成３１年度までに  

実現を目指すものとする。 
 

 

 (２)特色ある学校づくり 

  今回の適正規模の確保を契機に市内に特色ある学校を設置することを併せて提言する。 

  具体的には，「教育の質を維持し向上させるため」の活力を生むなどの効果が期待できる

小中一貫校・中高一貫校の創設が考えられる。        ※「中間報告」２８～２９ページ参照 

 

  ○小中一貫校 

   小中一貫校は，学力向上などを目指した「４・３・２」制の導入によって，「中 1ギャッ

プ」が解消される。また，国語・算数（数学）・理科・社会の授業時数増や小学校英語の導

入，小学校段階での教科担任制などによって学力向上が期待できる。さらに，教員に時間的

な余裕ができ指導研究などに活用できることが，先進事例で報告されている。 

   小中一貫校の創設は，次の条件を考慮して行う。 

    ・統合や学区再編を行っても通学区域が広大になり，かつ地勢的にみても不自然な場合 

    ・小中学校の各学年において２学級程度が一定期間維持できる場合 

栗原市として，速やかに１校程度の設置を望む。 

 

  ○中高一貫校 

   宮城県教育委員会は平成１６年３月「県立高校の後期の再編について」を公表し，「平成

１７年度以降において，２年連続して，全学年の在籍生徒数が，収容定員の３分の２未満で

あり，かつ１６０人に満たない場合に，該当することとなる年度の翌年度から新たな生徒の

募集を停止する」という再編基準を明らかにした。 

   市内に設置されている県立高校は，５校で総定員７６０人である。一方，市立中学校卒業
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生が市内県立高校へ進学した人数は，平成１８年度５２３人（６８．４％），平成１９年度

５７１人（７３．５％）であった。現在７００人台半ばの中学生が，少子化により減少して

いくことから，将来は中学校卒業生全員が市内の高校に進学しても定員になお余裕があり，

前記再編基準による市内の県立高校再編は避けられず，場合によっては市内の県立高校２校

論も浮上してくる可能性が高い。 

   高校再編が進んでいった場合，次のような課題が想定される。 

   広大な市域の栗原市では，山間部が多い市北西部生徒の高校への通学距離が長くなること

である。また，現在でも７０％前後で推移している市内県立高校への進学率が，高校の多様

な学科・コースの選択幅の減少や大学進学率の低迷等により一層低下するおそれがある。 

   これらのことを勘案し，市北西部地域に中高一貫校を創設することは市立中学校の学力向

上のけん引役として，かつ長くなる通学距離緩和策を含め有効である。 

   特に，市北西部地域の中学校は，統合・学区再編を想定しても引き続き減少傾向を示して

いる。そのため中高一貫校の創設によって学校としての魅力を高めていくことは，適正規模

を確保する上でも意義があると考えた。 

   栗原市教育委員会は，宮城県教育委員会に栗原市の意向を伝え，その実現に向けて協議す

ることを望むものである。 

 

 

 (３) 緊急に取り組むべき統合・学区再編 

  基本的には，「(１) 将来を見通した統合・学区再編（8～9ページ）」で示した適正規模の確

保が望まれる。しかし，「Ⅱ－２－（１）－ エ 緊急対策の必要性（6ページ）」で示したとお

り，小学校において現状のまま推移すると単学年２０人に満たない学級編制となる小学校が 

１９校となり，中学校も，現状のまま推移すると単学年１学級編制となる中学校が５校となる。 
  子どもの成長は片時の猶予もなく，緊急に教育環境の改善を図るため，将来を見通した統

合・学区再編を目指しつつ，緊急対策としての「前段階の統合・学区再編」を行う必要がある。 
  その対象となる小中学校は次のとおりである。 
 
 
①小学校 

 ・ 平成２５年度までの学級編制において，複式学級の編制が想定される次の１６校が対象と
なる。これは，当面６学級以上を確保し，複式学級を解消するとともに，専任の教務主任を配

置することを可能とし，教育指導の充実を図るためである。 
 
対象校   富野小，大岡小，大目小，金成小，萩野小，萩野二小，津久毛小，栗駒小，鳥矢崎

小，宝来小，文字小，長崎小，姫松小，金田小，花山小，耕英分校 
 

 

 ・ 学校規模が６学級確保されていても，各学年において２０人未満の学級編制となる次の３

校も対象とする。これは，一定の集団を前提とする学習活動を確保し，さらに学級内での学

び合いを高めていく上で不可欠との考えに基づくものである。 
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対象校   畑岡小，玉沢小，有賀小 
 
 
②中学校 

 ・３５人標準学級として現在の学校のまま存続しても平成３１年度までの学級編制において，

過半数の学年で１学級編制となる次の３校を対象とする。これは，生徒の豊かな人間関係の構

築と教科指導の充実による学力向上という観点からクラス替えが可能な単学年で複数学級が

必要であるとの考えに基づくものである。 
 
対象校   鶯沢中，高清水中，花山中 
 
 
  以上の小学校１９校と中学校３校を「Ⅱ－２－（２）－ ア  統合，学区再編（7 ページ）」

で示した基準に従い，対象校同士及び対象校以外との組み合わせによる統合・学区再編で， 
緊急対策として平成２５年度までに前段階の統合・学区再編を実施する。 
  なお，この再編は対象とした学校の学級数や施設設備を勘案すると，現有の校舎や設備を

活用しての統合・学区再編が可能である。子どもは日々成長しており，いたずらに時間を  

かけることは望ましくなく，平成２５年度までの遅くない時期に，緊急に「前段階の統合・

学区再編」の実施を望むものである。 
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４ 適正規模確保を進めるにあたって 

 

 (１) 統合・学区再編を実施する上での課題への対応 

  今後，教育委員会において統合・学区再編を実施していく際に留意が必要と考えられる事項

は以下のとおりである。 

 

  ア 通学路の安全確保 

   統合・学区再編の実施により，これまでとは違った通学路を利用する児童生徒の安全確

保については，改めて十分な検討を行う必要がある。その結果，安全対策が必要であると考

えられる箇所については，横断歩道，信号機などの整備や不審者対策などについて，他部局

や地域，関係機関との連携を密にして対策を講じていく必要がある。 

 

  イ 通学上の負担軽減 

   統合・学区再編の実施により，通学距離がこれまでより長くなることが考えられる。特に

小学校でおおむね４キロメートル，中学校でおおむね６キロメートルを超える場合は，路線

バス利用の通学費支援やスクールバス運行などの確実な支援が必要となる。 

   また，地形の状況から急坂の上り下りが生じるなど，距離以外の要因により児童生徒の

通学に大きな負担が生じる場合も想定される。そのため，通学距離の問題だけではなく，

地形的な要因による児童生徒の負担についても配慮が必要である。 

 

  ウ 地域の理解と協力 

   地域活動には従来から学区を単位として行われてきたものも多いことから，統合・学区

再編の実施にあたっては，それぞれの地域における歴史や諸事情にも十分配慮する必要が

ある。統合・学区再編後の新しい学区において相互に理解し合い，協力していく関係を構築

することが必要である。 

   地域ごとの課題の内容や程度は様々であるため，合意形成や条件整備にあたっては，

教育委員会は関係部局と連携を密にし地域の状況に応じて対応していくことが必要である。 

 

 

 (２) 統合・学区再編を実施するにあたっての意見・要望等 

  統合・学区再編の実施にあたっては，児童生徒の精神的な負担を最小限に抑え，教育指導面

に負の影響が出ないよう，十分な準備期間と配慮が必要である。今後，教育委員会が適正規模

確保の具体的方策を進めていく際には，以下の項目に配慮しながら，児童生徒，保護者，地域

住民の理解と協力のもとに円滑かつ計画的に進められることを希望する。 

 

  ア 実施にあたって配慮すべき事項 

   ①児童生徒に対して 

    ○一方の学校が，もう一方に吸収されるというような印象を持たないよう十分な意識

づけを行い，児童生徒がこれから共に新しい学校を創っていくという前向きな気持ち

が持てるよう，配慮していくこと。 
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    ○児童生徒が，新たな人間関係をスムーズに構築できるような取り組みとして，事前の

交流授業（学習活動）等の実施やそのための教育課程の調整をすること。 

    ○それぞれの学校において現在行っている特別支援教育などの取組については，統合後

の学校における継続や対象となる児童生徒への配慮を十分に行うこと。 

    ○それぞれの学校において行っている「地域の特色を活かした教育活動」など，現在

取り組んでいる内容については十分な成果の検証を行い，統合・学区再編後において

も児童生徒の希望などを十分に考慮して取り組むこと。 

    ○統合・学区再編前後における環境の変化による児童生徒の心身への影響にも配慮し，

教職員の加配等について配慮すること。 

 

   ②保護者・地域住民に対して 

    ○統合・学区再編を進めていくには，保護者・地域住民の理解と協力が不可欠である。 

そのため丁寧な説明を行い，趣旨の理解を得るとともに，地域の意見・要望等を真摯

に受け止めながら，地域との合意形成に努めること。 

    ○学校の統合・学区再編に伴い，対象となるＰＴＡ（父母教師会）同士が協力し合い，

新たな教育環境の創造のために重要な役割を担っていくと考えられる。そのため，

組織の統合についても相応の配慮を行うこと。 

    ○統合・学区再編を実施していく際には原理・原則のみで推し進めるのではなく，場合

によっては合意形成を図るため，柔軟な対応も必要であること。 

    ○学校が地域コミュニティの中で重要な役割を担っていることに配慮し，統合・学区

再編は学校が無くなるということではなく，対象となる地域の再生であるという，

前向きの意識を地域住民が持てるよう努めること。 

    ○統合・学区再編の実施は，教育委員会だけでは対応できない課題も多く包含している

ため，他部局，関係機関との連携を十分図ること。 

    ○適正規模確保の検討は，「教育の質を維持し向上するためにどうしたらよいか」と

「子ども達の成長にとって何が大切か」という視点で行ってきた。そうした点を踏ま

えながら，これからの学校教育の在り方について地域の大人たちが真剣に考える機会

であることを示し，理解を求めること。 

 

   ③その他（施設面など） 

    ○統合・学区再編により，結果として空いた校舎，運動場などの施設については，防災

拠点等，地域コミュニティでの役割にも配慮し有効な利活用に努めること。 

 

  イ 統合・学区再編後の学校づくり 

   ○統合・学区再編対象の双方が新たな学校をつくるというイメージが持てるよう，校名

検討などの学校設置の条件についても最大限の配慮をすること。 

   ○スクールバスの運行においては，児童会・生徒会活動や部活動などの活動時間が確保で

きるよう配慮すること。 

   ○中学校における部活動が活性化したり，新たな部活動が創設される可能性がある。その

場合，希望が持てるよう施設整備の面についても配慮すること。 
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   ○統合・学区再編の実施後は丁寧に経過の調査等を行い，それらの調査結果を市民に広報

すること。 

 

 

 (３) 今後新たに適正規模未満となる学校の取り扱い 

  今回の統合・学区再編の対象となった小中学校３６校は，平成１９年５月１日現在の在籍数

及び市内に住所を有する乳幼児数を基に３５人学級を標準としても適正規模の基準を満たさ

ない学校である。 

  少子化に伴う児童生徒の減少はこれからも続くものとみられ，今後も適正規模の基準に満た

ない学校が出てくるものと予想される。 
 

  また，宮野小学校区の宮野中央地区や志波姫小学校区の沼崎地区の宅地化が進行しているが，

現段階では予測しきれなかった。今後の人口動態を適切に把握した上で，再検討が必要になる

と考えられる。 
 

  検討委員会としては，この最終報告をもって役割を終えるが，教育委員会においては，今後

新たに適正規模の基準未満となった学校については，その時点までに行われた統合・学区再編

の効果等もみながら，今回の検討を基に，対象校の状況や将来的な見通し等を詳細に調査した

上で，適宜・適切に対応されるよう希望するものである。 

 

 

 (４) 関係機関との連携・協力 

  中学校の統合・学区再編と関連して，県立高校の再編による影響が懸念されることから，

市立中学校卒業後の進路についても協議した。生徒の多様な進路選択を保障するために宮城県

教育委員会などの関係機関との連携・協力が特に必要であると考えられる事項は次のとおりで

ある。 

  中学から高校に進む生徒は大学等への進学だけではなく，農業，工業，商業等の多様な

分野への進路希望を持っている。高校では生徒の進路希望が達成できるよう農，工，商の

学科において就職（就業）に有利な各種資格取得を奨励するなどの指導を積み重ねてきた

実績がある。一方，市内の高校は，独立した農業高校であったものが再編統合により，カリ

キュラムの中で選択（科目）群として存続しているものもある。しかし，現在ある工業，商業

の独立校が今後再編の対象とされた場合どのような形で存続するか未定である。ひとつの学科

や選択科目群としての存続もあるが，場合によっては消滅する可能性もある。 

  市立中学校卒業生の多様な進路選択を保障し，市内高校への進学率を高めるとともに高校

卒業後の市内産業への就業（定住）を促進するためにも，現在ある高校の多様な学科・コース

を「広義の特色ある学校」として再編後も存続できることが望ましいと考える。 

  栗原市教育委員会が宮城県教育委員会に市内にある高校再編について栗原市の意向を伝え，

協議することを望む。 
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Ⅲ 幼稚園について 

１ 保育年数 
 

 

 ●現在の保育年数の違いを是正し，保育年数は３年とする 

 ●「預かり保育」の充実に努める 
 

 

 栗原市立幼稚園は，旧町村の事情をそのまま引き継いだ状態で，保育年数に違いがある。全体

としては，３・４歳児の受け入れ体制が未整備であるが，３年保育のニーズは高いものと推測で

きる。 

 市民の共通の願いは「幼児教育の質の向上」であり「子どもを安心して生み育てられる」こと

である。同じ栗原市民が，住む地域によって幼稚園に通園する園児の受益サービスという点で

違いがあることは好ましくなく，速やかに是正する必要がある。 

 また，預かり保育の希望人数及び保育内容のニーズを把握し，市民サービスの向上に努める

必要がある。                        ※「中間報告」１６～２０ページ参照 

 

 

２ 適正規模の基準 

 (１) 学級規模 
 

 

 ●１学級の人数は，３歳児２０人程度，４・５歳児３０人程度を標準とする 
 

 

  幼稚園が担う幼児教育は，幼児を保育し，年齢に応じた発達を助長することを目的として

いる。入園は，小中学校とは異なり保護者の希望により認めている。そのため，小中学校の

ように一律に学級数で適正規模を設定することには無理がある。 

  現在までの栗原市の取組を検証した結果，「１学級あたりの人数」を栗原市としては  

「３歳児２０人程度，４・５歳児３０人程度」を標準とする独自基準を設定し，これをもとに

適正規模を確保していくことが必要である。           ※「中間報告」２１ページ参照 

 

 (２) 幼稚園規模 
 

 

 ●年齢児ごとに各１学級，幼稚園全体で３学級８０人程度，又はこれを超える規模

とする 
 

  幼稚園は，様々な人々と出会い，自分とは異なる多様な個性を持った友達と接する集団生活

の場である。そこでは，子どもと教師，あるいは子ども同士のかかわり合いによって，周りの

人々と親しみ支え合って生活する心を育て，人とかかわる力を養っていく教育の場でもある。

そのためには，一定の集団を形成することが望ましい。 

  幼稚園設置基準第４条で学級編制は「学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で

編制することを原則とする。」と規定されている。そこで「（１）学級規模」で示した学級人数

を標準とし，幼稚園規模の基礎とする。その上で，現在の小規模学級を解消し，集団として十

分な教育活動が可能な幼稚園規模にすることが必要である。    ※「中間報告」２２ページ参照 
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３ 適正配置 

 

 前述の栗原市立幼稚園の保育年数及び適正規模の基準を前提にすると，下表のとおり，築館，

若柳，栗駒，一迫，瀬峰，鶯沢，花山地区においては，新築，増築などいずれかの施設整備が

確実に必要になる。 

 

         栗原市内幼稚園の在籍園児数並びに施設の現状   （平成 19 年 5 月 1日現在） 
在籍園児数 定       員 適正配置後の利用可能の可否 

幼稚園名 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 3歳児 4歳児 5歳児 合計 保育室 預り室 定 員 判 定

築館幼稚園     49 49     70 70 2 1 △ △ 

聖マリア幼稚園 20 33 42 95 40 60 60 160 6 (3) ◎ ◎ 
玉沢幼稚園     12 12     35 35 1  × × 

宮野幼稚園     20 20     35 35 1  × × 

富野幼稚園     8 8     35 35 1  × × 

若柳幼稚園     78 78     105 105 3 1 ○ ○ 

よしの幼稚園 15 35 0 50 20 30 30 80 4 (2) ◎ ◎ 
有賀幼稚園     8 8     35 35 1  × × 

大岡幼稚園     4 4     35 35 1  × × 

畑岡幼稚園     16 16     35 35 1  × × 

岩ヶ崎幼稚園   25 32 60   30 60 90 3  △ △ 

尾松幼稚園   27 20 47   35 35 70 2 2 × × 

文字幼稚園   4 4 8   10 15 25 2  × × 

栗駒幼稚園   7 8 15   10 20 30 2  × × 

宝来幼稚園   3 7 10   10 10 20 2  × × 

鳥矢崎幼稚園   5 10 15   10 20 30 2  × × 

高清水幼稚園   16 28 44   35 35 70 3  ◎ ◎ 

一迫幼稚園   49 54 103   70 70 140 4 2 △ △ 

金田幼稚園   6 9 15   35 35 70 2  × × 

瀬峰幼稚園   39 48 87   60 60 120 4  × × 

鶯沢幼稚園   21 21 42   35 35 70 2 1 × × 

金成幼稚園 21 34 26 81 20 25 30 75 3  ◎ ◎ 

ふたば幼稚園 54 62 62 178 70 105 105 280 8 2 ◎ ◎ 

花山幼稚園 2 9 3 14 10 15 15 40 3  △ ○ 

合  計 112 375 569 1,056 150 575 940 1,765     
※年齢毎の定員は，各施設規模を勘案し便宜的に算定したもので，規則上は合計定員の設定のみである。 

※判定は◎(問題なし)，○(単学級程度が可能)，△(増築が必要)，×(無理がある)とした。※斜体字は「私立幼稚園」を示した。  

 

 このような現状から，市内に１０園程度を配置し，私立幼稚園と共存する方策を目指すことが

望まれる。 

 

 具体的には，築館・若柳地区においては，既存の私立幼稚園のほか，地区内で１～２園配置し，

公設民営などの方策を検討する。また，一迫地区においては，保育所が一定程度の機能を担って

いるため，地区に１園とする。この３地区は，現有学校教育施設の利活用による施設整備が考え

られる。 

栗駒地区では，既存の２保育所が老朽化している現状から，「岩ケ崎地区整備計画」により

公共用地の利活用と併せて幼稚園・保育所一元化による設置が望まれる。 

瀬峰地区においては，旧築館高校瀬峰校の跡地が市有地となっており，この利活用が考えられ

る。鶯沢地区においては，鶯沢保育所隣接の取得済み用地への増築，花山地区においては，花山

幼稚園に保育所機能を付加する増築などの施設整備が考えられる。この３地区においては，地区

内に居住する乳幼児数や現在の施設状況などから，幼稚園の増築または保育所の増築で幼保一体

型の施設整備を行い，幼児教育・保育を一元型で実施することが妥当であると考える。 
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 高清水地区は，既に幼保一元化に取り組んでおり，幼稚園は４・５歳児の受け入れとなって

いるが，現在の施設を利用して幼稚園の３歳児の受け入れが可能であると考えられる。 

 金成地区での幼保一元化及び志波姫地区での取組は，一定の規模を確保し施設的にも問題が

少ないため，当面，現状のままで継続することが妥当と考える。 

                                            ※「中間報告」２３ページ参照 
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お わ り に 
 

 

 

 栗原市学校教育環境検討委員会は，平成１８年３月，栗原市教育委員会から２つの諮問を受け，

以来１８回の検討委員会を開催し慎重に審議検討を進めてきました。 
 平成１９年９月，ここに最終報告という形の「答申」をまとめ，検討委員会としての役割を終

えることになりました。正直なところ重い課題を長期にわたって背負い続けてきたことから，肩

の荷が軽くなるような思いがあります。 
 小中学校の教育環境を検討する過程で各委員が常に心がけ繰り返したキーワードは，「教育の

質の維持向上をいかに図るか」「子どもの成長にとって何が大切か」ということであり，幼稚園

についての検討過程では「安心して生み育てる」が加わりました。 
 最終報告をまとめるにあたって，これらのキーワードを念頭に，例えば少人数学級の実現につ

いて，栗原市単独であっても「３５人学級」とすべきことを提言しました。この学級編制を全て

の栗原市立小中学校で実現していくとなると市の財政負担増になりますが，今後の「学府くりは

ら」の実現を目指すにあたって不可欠な教育環境の整備であるという思いを込め，あえて提言す

ることとしました。 
 また，学校の適正規模について，諮問の主題である「小規模校をどうするか」に多くの時間を

割きましたが，大きすぎる学校にも種々の課題があることから，栗原市独自の「学校規模の上限」

についても提言に加えました。 
 今後，この「最終報告（答申）」は，市教育委員会によって実行の段階に移っていきます。そ

の過程において，地域の皆さんが長く親しみ，地域の文化センター的役割を果たしてきた「おら

ほの学校」が統合や学区再編の対象となり，姿を消す場合が想定されます。寂しくもありますが，

次のように考えることで別の世界が開けるのではないかと思います。 
 それは，今ある学校が別の学校と一緒になることは「新しく命をつなぐこと」であり，未来に

向かって「発展的に進化すること」であるという発想の転換であります。中間報告の巻末資料に，

栗原市の「小中学校の沿革－系譜」を掲載していますが，明治，大正，昭和，平成をとおして「消

えた学校」は一つもなく「全ての学校が現在の学校に」つながっています。いわば学校が「変化

に対応して進化」してきたのであり，こう考えると学校の命は人間社会がある限り永遠でありま

す。 
 最後になりますが，常に地域教育に対する深い愛情を込めて審議をした検討委員会委員各位，

パブリックコメント等において建設的な提言をされた市民の方々，膨大な検討資料を作成するな

ど労を惜しまなかった市教委事務局の方々等に敬意と感謝を表し，同時に，検討委員会の「中間

報告」や「最終報告（答申）」に盛り込んだ提言が，次世代を担う子どもたちの健やかな成長の

一歩となることを期待して，検討委員会会長としての挨拶に代えさせて頂きます。 
 

 

                        栗原市学校教育環境検討委員会 

                        会  長  高 橋  直 見 
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栗教学教第 0314001 号 
平成１８年 ３ 月１４日 

 
栗原市学校教育環境検討委員会長 様 

 
              栗原市教育委員会 

                  委員長 久 我 竹五郎 
 
 

栗原市立幼稚園・小学校・中学校の教育環境について(諮問) 
 
１、諮問事項 

 
 ①栗原市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方 
  及び適正化に向けた具体的方策について 
 ②幼稚園の保育年数及び適正規模及び適正配置について 

 
２、諮問理由 

 
 旧栗原郡内の児童・生徒数は、昭和 53 年度の小学校 7,521 人、中学校 4,299 人から合併した現
在、栗原市の小学校児童数 3,912 人、中学校生徒数は、2,278 人となっております。比較しますと
小学校においては、４８％の減、中学校においては、４７％の減となっている現状であります。 
 少子化は全国的な傾向でありますが、栗原市の場合、過疎化に益々拍車がかかっており、教育環

境への影響が出てきております。現在の小学校で複式学級が７校、児童数が６0 人未満の学校が  
１０校で小学校全体の１／３となっています。 
 このような中で学校教育環境をいかに整備するかは、今日の重要な教育行政課題となっています。 
 学校規模が小さいことによる様々な懸念が生じています。園児、児童、生徒のお互いの幅が小さ

くなり、切磋琢磨の機会が少なくなっていること。授業や部活動での活動が制限されること等々、

適切な集団活動が難しくなっているばかりでなく、中学校の場合各教科の教師が揃わず非常勤講師

の対応となるなど、教員配置に関する問題も派生しています。 
  一方、施設の老朽化も進み、その補修費も年々かさみ、全ての校舎を建て直すには、莫大な費用
が必要となります。 
 今回検討を依頼する基本的な考え方といたしましては、第 1に、いわゆる学級適正数としての望
ましい人的環境として考えた場合、小学校においては 12 学級以上、中学校においては、9 学級以
上が適切と考えますが、ご検討をお願いいたします。 
 第 2に、学校は地域の様々な活動の拠点であり、地域の人々の心の拠り所であります。栗原市は、
８０４．９３K㎡という広大な面積を有し、山間地と平坦地があります。それらの地域特性を考え
た「地域の論理」と教育効果を高めようとする「教育の論理」の両立を十分ご検討賜りたいものと

思います。 
 
※ 現在の学校数   小学校   ２９校＋分校２校（耕英分校、病院分校） 
           中学校   １０校＋分校１校（病院分校） 

幼稚園   ２２幼稚園
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栗原市学校教育環境検討委員会設置要綱 
 
 
 

（設置等） 
第１条 栗原市立小学校、中学校及び幼稚園（以下「学校等」という。）が最も教育環境の整った「学

府栗原」の実現を図るため、栗原市学校教育環境検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設

置する。 
２ 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校等の適正配置、通学区域、その他学校等が抱える

将来的な課題を検討し、「学府栗原」実現のための提言や意見を答申するものとする。 
 

（組織） 
第２条 検討委員会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 
 （１） 学識経験者 
 （２） 学校長及び幼稚園長 
 （３） 児童生徒の保護者 
 （４） 市及び関係機関の職員 
 （５） 地域及び関係団体の代表者 

 
（任期） 
第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は再任されることができる。 

 
（会長及び副会長） 
第４条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 
２ 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。 

 
（会議） 
第５条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
２ 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
 

（幹事会） 
第６条 検討委員会の会議に付すべき事項を事前に調査し、効率的運営を図るため、検討委員会に幹

事会を置く。 
２ 幹事は、学校等の職員及び教育委員会が適当と認める者のうちから任命する。 

 



 - 3 -

（庶務） 
第７条 検討委員会の庶務は、教育環境推進室において処理する。 

 
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に

諮って定める。 
 

  附 則 
 この要綱は、平成１７年１２月１日から施行する。 

 
  附 則 
 この告示は、公布の日から施行、改正後の栗原市学校教育環境検討委員会設置要綱の規定は平成 

１８年４月１日から適用する。 
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【 栗原市学校教育環境検討委員会 】 委員等名簿 

 
委 員                                (50 音順) 

選出区分 氏   名 役   職   等 備  考 

佐 藤 典 義 元築館中学校長  
鈴 木 す み 元金成町教育委員  
高 橋 直 見 宮城教育大学 監事 会 長 

学識経験者 

濱 田 利 昭 元瀬峰町教育長 副会長 

秋 山 和 徳 元築館小学校長  
鈴 木 靖 子 元ふたば幼稚園長  
早 坂 哲 郎 よしの幼稚園長  
衡 田 幸 一 若柳小学校長  

学校関係者 

藤 原   諭 築館中学校長  

赤 間 裕 子 元高清水幼稚園 PTA 副会長  
狩 野 桂 子 元栗原市 PTA 連合会 副会長  
蓮 沼 浩 一 元栗原市 PTA 連合会 副会長  

保護者代表 

吉 川 清 志 元萩野第二小学校 PTA 会長  

市・関係機関 青 柳 喜 浩 東北職業能力開発大学校 教授 副会長 

市 川 悦 子 市体育指導委員  
狩 野   博 花山観光案内人の会  
狩 野 洋 逸 長崎地区コミュニティ推進協議会 会長  
菅 原 敏 元 文字郵便局長  
千 葉 優 子 花山荒谷行政区長  

地域・ 
関係団体代表 

沼 倉 真由美 若柳放課後児童クラブ指導員  

 
 
  幹 事 

職  名 氏  名 備  考 

教育部長 佐々木   久  

教育部次長 大 橋 清 一 平成 19年 3月まで

教育部次長 渡 辺 正 幸  

教育部次長 濁 沼 栄 一 平成 19年 4月から

学校教育課長 佐々木 孝 行 平成 19年 3月まで

学校教育課長 末 長 真 一 平成 19年 4月から

 
      事 務 局 
 

 
 
 

職   名 氏   名 職  名  氏   名 

教育環境推進室長 油 井 広 志  主  査 菅 原 貴 子 

主幹兼教育環境推進係長  加 藤 義 弘  主  事  曽 根 敏 彦 
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栗原市学校教育環境検討委員会の審議の経過 

 

日   程 内       容 

第１回 

平成 18 年 3月 14 日（火） 

・委嘱状交付 

・会長・副会長の選出 

・会議の公開の取り扱いについて 

・検討依頼事項について説明 

・今後の日程について 

第２回 

平成 18 年 5月 31 日（水） 

・講話「少子化時代における教育の質の維持と向上」 

・他市町村の取り組みについて 

・市内小・中学校，幼稚園の現状と課題 

第３回 

平成 18 年 7月 6日（木） 

・市内小・中学校，幼稚園の現状と課題 

・市内小・中学校，幼稚園の教育の質の維持向上について 

・保護者・学校関係者からのヒアリングの実施について 

第４回 

平成 18 年 8月 9日（水） 

・市内小・中学校の教育の質の維持向上について 

・保護者・学校関係者からのヒアリングの実施について 

・今後のスケジュールについて 

第５回 

平成 18 年 9月 6日（水） 

・学校関係者のヒアリング 

・保護者のヒアリングについて 

第６回 

平成 18 年 10 月 17 日（火） 

・保護者のヒアリング 

・次回検討項目について 

第７回 

平成 18 年 11 月 15 日（水） 

・ヒアリングのまとめ 

・中間報告（案）の骨格について 

第８回 

平成 18 年 11 月 30 日（木） 

・中間報告（案）について 

第９回 

平成 18 年 12 月 26 日（火） 

・幼稚園の保育年数及び適正規模，適正配置について 

・中間報告（案）について 

第１０回 

平成 19 年 1月 18 日（木） 

・中間報告（案）の取りまとめ 

平成 19 年 2月 1日(木)～ 

平成19年2月28日（水） 

・中間報告に向けてのパブリックコメントの実施 

・市民説明会（10 地区毎の開催）の実施 

第１１回 

平成 19 年 3月 27 日（火） 

・中間報告（案）に寄せられた意見の検討 

・次回検討項目について 

第１２回 

平成 19 年 4月 19 日（木） 

・中間報告の確認 

・答申までの進め方（次回検討項目）について 

・副会長の互選について 
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日   程 内       容 

第１３回 

平成 19 年 5月 21 日（月） 

・具体的方策について 

・次回検討項目について 

第１４回 

平成 19 年 6月 8日（金） 

・具体的方策について 

・次回検討項目について 

第１５回 

平成 19 年７月 5日（木） 

・具体的方策について 

・幼稚園の配置について 

・最終報告の骨格案について 

第１６回 

平成 19 年 7月 19 日（木） 

・幼稚園の配置について 

・特色ある学校づくりについて 

・最終答申について 

第１７回 

平成 19 年 8月 13 日（月） 

・最終答申について 

第１８回 

平成 19 年 9月 6日（木） 

・最終答申について 

 


